
地域振興課

地域おこし協力隊制度について

１ 制度の概要

（１）制度の趣旨

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生活の拠点を移した

者を地方公共団体が「地域おこし協力隊」として任用し、「地域協力活動」を行いな

がら地域への定住・定着を図るもの。

（２）任 期

概ね１年から最長３年まで

（３）任用の形態

臨時職員や非常勤特別職等、各任用団体で要綱等を定め任用している。

（４）実際の業務

農林水産業の応援や住民の生活支援等の業務に従事。

具体的な事例：地域で開催するイベントの企画、特産品を使った新商品の開発等

（５）国の支援

地域おこし協力隊制度に取り組む自治体への支援策として隊員１人あたり年間

４００万円（報償費２００万円（主に隊員給与）及び活動経費２００万円）を上限

として特別交付税措置される。

また、隊員が地域で起業・事業継承する場合、１００万円を上限とした支援制度

がある。

２ 協力隊を巡る状況

（１）隊員数

全国で H２１年度の事業開始から H３０年度の間、約５，３５９名が活躍。県内
では、５６名（H３１年４月現在）が活動している。

（２）定着率

総務省が２９年度に公表した資料によると全国で任期終了後に地域に定住した隊

員は６割、徳島県内では７割に達している。
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363 285 78.5% 0 0

12 8 66.7% 0 0

18 11 61.1% 95 63 66.3%

22 7 31.8% 17 11 64.7%

38 14 36.8% 8 4 50.0%
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31 17 54.8% 15 7 46.7%

15 10 66.7% 60 44 73.3%

0 0 98 66 67.3%
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41 29 70.7% 12 6 50.0%

18 10 55.6% 57 31 54.4%

59 39 66.1% 24 13 54.2%
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